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物価高騰の緊急対策として消費税５％への減税を求める意見書 

 

 

 円安などを起因とする急激な物価高騰が国民生活に悪影響を及ぼしており、生鮮食品を

除く消費者物価指数は令和６年１２月に前年同月比３．０％上昇と４０か月連続で上昇し

たほか、食品主要１９５社を対象とした民間の価格改定動向調査によると、本年１月に値

上げが決定している飲食料品は１，３８０品目となり、調査開始以降１月としては過去最

多となった。 

他方、名目賃金から物価変動の影響を除外した実質賃金は平成８年をピークに、令和

５年まで年収で約７４万円低下するとともに、厚生労働省が令和５年に実施した国民生活

基礎調査では、生活意識が苦しいとした世帯は５９．６％と前年の５１．３％から８．３

ポイント上昇するなど経済的困窮が拡大している。 

こうした状況下においても、消費税は買い物をすれば必ず納付する必要があり、かつ、

税率も一律であるため低所得者ほどその負担が大きくなり、事業者にとっては消費税分を

商品の価格に転嫁できなくても課税され、経営が赤字であっても納税義務が生じ得ること

から、物価高騰に苦しむ国民の暮らしと中小企業の事業活動を守るための緊急対策として

消費税率を５％に引き下げる減税は急務である。 

実際、昨年１１月に実施された民間の世論調査では、消費税の減税に賛成との回答が

約６割に上るなど、消費税の減税が国民から求められていることは明白であり、実施に当

たっての財源についても、中小企業を除く法人税率を直近の段階的引下げ以前の水準であ

る２８％に戻すなど、大企業や富裕層を優遇する税制を正して応分の負担を求める税制改

革を実施することにより、年間１４．６兆円を確保することが可能である。 

本来、税制及び財政は、所得の再分配によって暮らしを守り格差を是正するためにあ

るが、低所得者からも税を取り立てる現行の消費税の仕組みは、生活していくために最低

限必要なお金には課税しない生計費非課税の原則や、負担能力に応じて課税を行う応能負

担原則に反するものになっているのが現状である。 

 よって、国におかれては、国民の暮らしと中小企業の事業活動を支えるため、物価高騰

の緊急対策として消費税を直ちに５％へ引き下げるよう強く要望するものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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